
安⼼・尊重・信頼のケアを！ 

∼虐待防⽌の理解と実践∼



1. 虐待とは何か？



◯ 虐待の定義と種類



•　⾝体的虐待

⾝体的虐待は、利⽤者に対して叩く、蹴る、つねる、縛りつける

などの⾏為で⾝体に傷や苦痛を与えることを指します。例え

ば、排泄の失敗に腹を⽴てて腕を強く引っ張る、移乗時に乱暴

に扱うといった⾏為も⾝体的虐待にあたります。⾝体的虐待の

サインとしては、不⾃然な場所にできたあざや傷、⾻折、やけど

などが挙げられます。また、⾝体拘束も正当な理由がなく⾏え

ば虐待となります。たとえ短時間であっても、拘束による精神

的・⾝体的苦痛は⼤きいため、正当な理由がない限り絶対に

避けるべきです。



•　⼼理的虐待

⼼理的虐待は、暴⾔や侮辱、無視、威圧的な態度などで利

⽤者に精神的苦痛を与える⾏為です。例えば、「何回⾔った

ら分かるの？」「早くしなさい！」といった⾔葉や、意図的に無

視することが該当します。利⽤者が恐怖や不安を感じること

で、⾃信を失い、⼼を閉ざしてしまうことがあります。⼼理的

虐待のサインとして、突然無⼝になる、怯えた表情を⾒せ

る、情緒不安定になるといった変化が⾒られることがありま

す。⽇常的に利⽤者とのコミュニケーションを丁寧に⾏い、

尊厳を守る対応が求められます。



•　経済的虐待

経済的虐待は、利⽤者の財産や⾦銭を不正に利⽤・搾取する

⾏為です。例えば、利⽤者の⼝座から無断でお⾦を引き出した

り、必要な⽇⽤品や介護⽤品を買わずにお⾦を⾃分のために

使うことが該当します。また、利⽤者の財産管理を不適切に⾏

う、年⾦や給付⾦を勝⼿に使うといった⾏為も経済的虐待で

す。経済的虐待は⽬⽴ちにくいことが多いため、利⽤者の⽣活

状況や⾦銭管理の変化に注意が必要です。⾦銭管理は透明

性を保ち、チームや家族と適切に情報共有することで、経済的

虐待を未然に防ぎましょう。



•　性的虐待

性的虐待は、利⽤者に対して不適切な性的⾏為や⾔動を強要

することです。例えば、⼊浴介助や着替えの際に必要以上に⾝

体に触れる、不適切な発⾔をする、利⽤者が嫌がるのに性的

な冗談を⾔うことが該当します。性的虐待は被害者に強い羞

恥⼼や恐怖⼼を植え付け、⼼に深い傷を残します。利⽤者が

性的虐待を受けている兆候として、急に介助を拒否する、特定

の職員を避ける、不安や恐怖で泣き出すなどの⾏動が⾒られ

ることがあります。性的虐待は絶対に許されない⾏為であり、

発⾒した場合は即座に報告・対応が必要です。



•　介護・世話の放棄・放置
（ネグレクト）

ネグレクトは、⾷事、排泄、⼊浴、健康管理など、必要なケアを故

意に怠ることです。例えば、排泄物が⻑時間放置されている、⾷

事や⽔分を⼗分に与えない、薬を与えない、清潔を保つケアをし

ないなどが該当します。ネグレクトは、⾝体的・精神的健康を害

し、最悪の場合は命に関わることもあります。ネグレクトの兆候と

しては、⽪膚の乾燥や褥瘡、栄養不⾜、脱⽔症状、異臭がするな

どが挙げられます。利⽤者が快適に過ごせるよう、⽇常的にケア

が⾏き届いているか確認し、異変があれば迅速に対応しましょう。



◯ 虐待が起こる背景



•　職員のストレスや疲労

介護現場では、過重労働や⼈⼿不⾜によって職員のストレスや

疲労が蓄積しやすい状況です。慢性的な疲労が続くと、⼼に余

裕がなくなり、つい乱暴な⾔動や態度が出てしまうことがありま

す。また、利⽤者とのコミュニケーションがうまく取れないことで

イライラが募り、虐待に繋がるケースもあります。ストレスを軽減

するためには、職場全体で相談しやすい環境を整え、定期的に

休息やリフレッシュの機会を設けることが重要です。職員同⼠

のサポート体制が整うことで、虐待のリスクを減らせます。



•　知識・意識の不⾜

虐待と認識していない⾔動や⾏動が、知らず知らずのうちに虐

待に繋がってしまうことがあります。例えば、「しつけ」や「指導」

のつもりで叱責したり、利⽤者の⾏動に合わせる余裕がなく、無

理に動かしてしまうことです。職員⼀⼈ひとりが虐待に関する

知識を深め、どのような⾏動が虐待にあたるのかを理解するこ

とが⼤切です。定期的な研修や事例学習を通じて、虐待防⽌の

意識を⾼め、⽇常のケアを振り返る習慣をつけましょう。意識の

向上が、虐待防⽌への第⼀歩です。



•　施設環境や⾵⼟

職場の雰囲気や⾵⼟も、虐待が発⽣する要因の⼀つです。例

えば、虐待を⽬撃しても「仕⽅ない」と⾒過ごしたり、問題を報

告しにくい環境では、虐待が繰り返される可能性が⾼くなりま

す。上司や同僚とのコミュニケーションが希薄な職場では、問

題が隠蔽されがちです。虐待を防ぐためには、報告・連絡・相談

がしやすい⾵通しの良い職場環境を整え、チーム全体で問題

を共有・解決する⽂化を育てることが⼤切です。施設全体で虐

待防⽌に取り組む意識を⾼めましょう。



2. 虐待防⽌のための基本姿勢



◯ 利⽤者の尊厳を守る



•　⼀⼈の⼈間として尊重する

介護現場では、利⽤者を⼀⼈の⼈格を持った⼤⼈として尊重

することが基本です。⼦ども扱いをしたり、命令⼝調や⾼圧的

な態度を取ることは、⼼理的虐待につながります。例えば、失敗

やミスに対して「またできないの？」と責める⾔葉は、利⽤者の

尊厳を傷つけます。代わりに、「次は⼀緒にやってみましょう」と

励まし、前向きな⾔葉でサポートすることが⼤切です。利⽤者

が⾃分らしさを保ち、安⼼して⽇常⽣活を送れるよう、⾔葉遣

いや態度に細⼼の注意を払いましょう。



•　⾃⼰決定の尊重

利⽤者が⾃分の意思で選択し、決定する権利を尊重すること

は、虐待防⽌において重要です。例えば、⼊浴のタイミングや

⾷事の内容を選んでもらうことで、⾃⼰決定の機会を提供でき

ます。無理に指⺬や命令で⾏動を強要すると、利⽤者の⾃尊⼼

を傷つけてしまいます。⾃⼰決定を尊重することで、利⽤者は

「⾃分の意⾒が⼤切にされている」と感じ、信頼関係が深まりま

す。利⽤者の選択をできる限り尊重し、本⼈のペースに合わせ

たケアを⼼掛けましょう。



•　プライバシーの保護

⼊浴や排泄、着替えといったケアの際には、利⽤者のプライバ

シーを保護することが必須です。例えば、着替え中はカーテン

やパーテーションを使って他の⼈の視線を遮る、⼊浴介助時に

はタオルで体を覆うなどの配慮が必要です。プライバシーが守

られないと、利⽤者は羞恥⼼や不安を感じ、精神的苦痛を受け

ることがあります。「お着替えしますね」「⼤丈夫ですか？」と丁

寧に声をかけ、利⽤者が安⼼してケアを受けられる環境を整え

ましょう。プライバシーを守ることは、尊厳を保つ基本です。



◯ 倫理観を持ったケア



•　丁寧で誠実な対応

介護職員として、常に丁寧で誠実な態度で利⽤者に接するこ

とが求められます。⽇常のケアで、笑顔や優しい⾔葉を⼼掛け

るだけで、利⽤者は安⼼感を抱きます。例えば、移乗や⾷事介

助の際に「ゆっくりで⼤丈夫ですよ」と声をかけることで、相⼿

に寄り添った対応ができます。反対に、焦らせるような態度や

乱暴な⾔葉遣いは、利⽤者に不安や恐怖を与え、虐待と⾒な

されることがあります。常に誠実で思いやりのある姿勢を保ち、

利⽤者の気持ちに寄り添うケアを⼼掛けましょう。



•　公平で平等なケア

すべての利⽤者に対して分け隔てなく、公平・平等なケアを提

供することが⼤切です。特定の利⽤者を優遇したり、逆に冷たく

接することは不適切です。例えば、認知症の⽅や⾔葉がうまく

話せない⽅に対しても、丁寧で尊重のあるケアを⾏いましょう。

感情に左右されず、常に平等な対応を⼼掛けることで、利⽤者

は安⼼してサービスを受けられます。また、ケアに不満や偏りが

ないか定期的に振り返り、チームで意⾒を共有することも重要

です。公平なケアが、信頼される施設づくりにつながります。



•　感情のコントロール

介護現場では、時にストレスやイライラを感じることがあります

が、感情を利⽤者にぶつけることは絶対に避けなければなりま

せん。例えば、忙しい時や思い通りに進まない時でも、深呼吸や

⼀時的な休息を取ることで冷静さを保ちましょう。利⽤者に対し

て「早くして！」といった焦りや怒りの表現は、⼼理的虐待とみな

されることがあります。⾃分の感情をコントロールし、落ち着い

た態度で接することで、利⽤者も安⼼感を持てます。感情のセ

ルフケアが、虐待防⽌に繋がる⼤切な要素です。



3. 虐待の兆候とサイン



◯ ⾝体的虐待のサイン



•　⾝体の傷やあざ

⾝体的虐待を受けた利⽤者には、不⾃然な場所にできた傷や

あざ、⾻折、やけどなどが⾒られることがあります。例えば、腕や

背中、太ももに繰り返し同じ形のあざがある場合、虐待が疑わ

れます。転倒や事故でできた傷との区別がつきにくいこともあり

ますが、説明が曖昧だったり、介護職員が不⾃然に隠そうとする

場合は注意が必要です。また、傷の場所や程度が利⽤者の⾝

体能⼒や⾏動と合わない場合、虐待の可能性があります。傷を

⾒つけた際は、利⽤者の話に⽿を傾け、冷静に記録し、上司や

看護師に報告しましょう。



•　⾝体拘束の痕跡

⾝体拘束は、虐待の⼀つであり、正当な理由がない限り認めら

れません。⼿⾸や⾜⾸に⾚みや擦れた痕がある場合、無理に拘

束された可能性があります。ベッドや⾞椅⼦に縛り付けられた

跡が⾒られたら、即座に確認が必要です。さらに、拘束されたこ

とによる精神的ダメージも考慮しなければなりません。利⽤者

が拘束されると、恐怖や不安が増し、⾝体機能の低下や認知症

の悪化を招くことがあります。⾝体拘束の兆候を⾒つけた際は、

記録と報告を徹底し、施設全体で適切な対応を協議しましょう。



•　⾝体をかばう仕草

⾝体的虐待を受けている利⽤者は、特定の部位をかばう仕草を

することがあります。例えば、介助時に⼿を引こうとすると急に怖

がったり、反射的に⾝をすくめることがあります。これらの仕草

は、過去の暴⼒体験からくる恐怖のサインです。また、介助者が

近づくと体を固くしたり、視線を合わせようとしない場合も注意

が必要です。利⽤者の⾏動や反応に異変を感じたら、虐待の可

能性を疑い、適切な対応を検討しましょう。⽇頃から利⽤者の反

応や様⼦を丁寧に観察し、信頼関係を築くことが重要です。



◯ ⼼理的虐待のサイン



•　表情や態度の変化

⼼理的虐待を受けた利⽤者は、表情や態度に変化が⾒られる

ことが多いです。例えば、普段は穏やかな⼈が突然無⼝になっ

たり、暗い表情を⾒せるようになります。また、特定の職員が近

づくと怯えた様⼦を⾒せる場合、その職員から⼼理的虐待を受

けている可能性があります。無視されたり、暴⾔を浴びせられた

りすることで、⾃信を失い、コミュニケーションを避けるようにな

ることもあります。こうした変化を⾒逃さず、利⽤者の気持ちに

寄り添い、安⼼感を与えるよう努めましょう。



•　情緒不安定

⼼理的虐待の被害者は、情緒が不安定になることがあります。

突然泣き出したり、怒りっぽくなったり、些細なことで動揺する

場合、⼼理的なストレスや苦痛を抱えているサインです。また、

「どうせ私なんか…」「何もできない」といった⾃虐的な発⾔が

増えることもあります。これらは、⽇常的に⼼理的虐待を受け、

⾃尊⼼が傷ついている証拠です。利⽤者が安⼼して過ごせる

よう、丁寧な声掛けや温かいサポートを⼼掛けましょう。虐待が

疑われる場合は、速やかにチームで情報を共有し、対応策を検

討します。



•　特定の職員を避ける

利⽤者が特定の職員を避けるようになった場合、その職員によ

る⼼理的虐待が疑われます。例えば、その職員と話すことを拒

んだり、介助を受ける際に嫌がる素振りを⾒せることがありま

す。職員の接し⽅に問題がないか確認し、必要に応じて⾯談や

研修を⾏うことが⼤切です。虐待が発覚した場合は、迅速に上

司や管理者に報告し、適切な措置を取る必要があります。利⽤

者が安⼼して職員に接することができるよう、施設全体で信頼

関係を築く取り組みが求められます。



◯ 経済的虐待のサイン



• ⾦銭や財産の管理に
  不⾃然な変化

経済的虐待を受けている場合、利⽤者の⾦銭管理や財産の状況に

不⾃然な変化が⾒られます。例えば、普段は問題なく⽀払いができ

ていたのに、突然お⾦が⾜りなくなる、通帳や印鑑が紛失する、領収

書や⾦銭の動きに不明瞭な点があるといった状況です。職員や家族

が代理で⽀払う際に、不⾃然に⾼額な請求が続いたり、利⽤者が

「お⾦がなくなった」と不安を⼝にする場合も注意が必要です。経済

的虐待は⽬に⾒えにくいため、⽇常的に⾦銭管理の透明性を確保

し、不審な点があればすぐに報告・確認しましょう。



• 必要な物品の不⾜や
　⽣活環境の悪化

経済的虐待を受けていると、利⽤者に必要な物品やサービス

が提供されていない場合があります。例えば、⾐類や介護⽤

品、医療ケアに必要な物が不⾜している、破れた⾐服や古いオ

ムツを使い続けている、部屋の環境が不潔な状態になっている

などです。また、⾷事の質が明らかに低下している場合も疑い

が⽣じます。経済的に困窮している様⼦が⾒られるのに、家族

や職員が⾼価な物を所有している場合も注意が必要です。⽣

活の質に異変がないか、常に⾒守りと確認を⾏いましょう。



◯ 性的虐待のサイン



• 不⾃然な恐怖⼼や羞恥⼼

性的虐待を受けた利⽤者は、介助やケアの際に強い恐怖⼼や

羞恥⼼を⺬すことがあります。例えば、⼊浴や着替えの際に極

端に拒否する、特定の職員に触れられることを怖がる、急に涙

を流したり怯えた表情を⾒せるなどです。また、性的な内容の

話題に対して過剰に反応する場合もサインの⼀つです。介助

の際に利⽤者が「怖い」「やめて」といった発⾔をした場合、性

的虐待の可能性があります。利⽤者の様⼦や反応に注意を払

い、不⾃然な恐怖や不安が⾒られたら、速やかに報告し、適切

に対応しましょう。



• ⾝体の異変や不⾃然な傷

性的虐待の被害者には、⾝体に不⾃然な傷や異変が⾒られる

ことがあります。特に、陰部周辺の痛みや出⾎、感染症、擦り傷

やあざがある場合は注意が必要です。また、下着に汚れや⾎痕

が付いていることもサインの⼀つです。利⽤者が⾝体の異変を

訴える場合や、診察や介助時に違和感を覚えた際は、細⼼の

注意を払いましょう。性的虐待は、被害者が強い羞恥⼼や恐怖

から訴え出にくいため、⽇常のケアや健康チェックを通じて、

サインを⾒逃さないことが重要です。



◯ 介護・世話の放棄・放置
　 （ネグレクト）のサイン



• 清潔さの⽋如や不適切なケア

ネグレクトを受けた利⽤者は、清潔さが保たれていないことが

多いです。例えば、髪や⽖が伸び放題、⾐服が汚れたまま、⼊

浴や⼝腔ケアが⻑期間⾏われていないなどです。また、排泄物

が放置され、悪臭がする場合もネグレクトのサインです。⽪膚

に褥瘡（床ずれ）やかぶれが⾒られたり、栄養不⾜や脱⽔症状

がある場合、適切なケアが提供されていない可能性がありま

す。利⽤者が清潔で快適な⽣活を送れているかを⽇常的に確

認し、不⾃然な状態を⾒つけたらすぐに報告・対応しましょう。



• 栄養不⾜や健康状態の悪化

ネグレクトの兆候として、栄養不⾜や健康状態の悪化が挙げら

れます。例えば、体重の急激な減少、顔⾊が悪い、⽬が落ちくぼ

んでいるといった症状です。⾷事が⼗分に与えられていない、

適切な医療や投薬が提供されていない場合、健康状態が悪化

しやすくなります。また、⾵邪や感染症が治らない、慢性的に体

調が悪いと訴える場合もネグレクトの可能性があります。健康

状態の記録や定期的な健康チェックを通じて、異変を早期に発

⾒し、利⽤者の安全と健康を守りましょう。



4. 虐待を防ぐための取り組み



虐待防⽌には、職員同⼠が気軽に相談し合える職場

環境が⽋かせません。⽇頃から「困ったときは相談し

よう」「意⾒を⾔いやすい職場にしよう」という意識を

共有しましょう。定期的にミーティングや個別⾯談を

⾏い、職員の悩みやストレスを把握することが⼤切で

す。例えば、「ケアの進め⽅に悩んでいる」「利⽤者と

のコミュニケーションがうまく取れない」といった相談

に対し、チームで解決策を考えます。相談しやすい職

場⾵⼟があれば、虐待の芽を早期に摘むことができ、

信頼関係の向上にもつながります。

• 相談しやすい
　雰囲気づくり

介護職員のストレスや疲労が虐待の原因になること

があります。適切な労働環境を整えることで、虐待の

リスクを軽減できます。例えば、シフトの偏りを避け、

休息時間や休暇をしっかり確保することが重要で

す。⼈⼿不⾜を解消するために、職員の増員や業務

の効率化を図りましょう。また、⼼⾝の健康を維持す

るために、定期的に健康診断やメンタルヘルスチェ

ックを⾏うことも有効です。職員が⼼に余裕を持って

働ける環境を整えることで、質の⾼いケアと虐待防

⽌が実現します。

• 適切な労働環境の

整備

◯ 職場環境の改善



職員の意識と知識を⾼めるために、定期的に虐待防

⽌に関する研修を実施しましょう。研修では、虐待の

定義や種類、具体的な事例を学び、「どのような⾏為

が虐待に当たるのか」を理解することが⼤切です。

例えば、⾔葉遣いや態度が⼼理的虐待になるケー

ス、介助時の乱暴な動作が⾝体的虐待になるケース

などを具体的に学びます。研修後には振り返りや意

⾒交換を⾏い、⽇々の業務での改善点を共有しまし

ょう。定期的な学びが、虐待の芽を未然に防ぐ⼒とな

ります。

• 定期的な虐待防⽌研修
虐待防⽌の実践⼒を養うために、ロールプレイや事

例研究を取り⼊れた研修が効果的です。例えば、利

⽤者とのコミュニケーションがうまくいかない場⾯

や、ストレスが溜まっている状況を想定し、適切な対

応を練習します。実際に起こった虐待事例を基に、

「どのように対応すれば虐待を防げたか」をグループ

で考えるのも有効です。ロールプレイや事例研究を

通して、具体的な対処法や対応スキルを⾝につける

ことで、⽇常業務で冷静に判断し、適切なケアができ

るようになります。

• ロールプレイや事例研究

◯ 職員教育と研修



5. 虐待発⾒時の対応と報告



虐待の兆候や疑いを発⾒した場合、迅速に上司や

施設の責任者に報告することが最も重要です。報告

をためらったり遅れたりすると、被害が拡⼤し、利⽤

者の健康や安全が脅かされます。例えば、⾝体に不

⾃然なあざを⾒つけた場合や、利⽤者が特定の職

員に対して怯えた態度を取る場合は、すぐに詳細を

報告しましょう。「⾒逃してはいけない」「隠さず報告

する」という意識を職員全体で共有し、虐待を未然

に防ぐ体制を整えることが⼤切です。迅速な報告が、

利⽤者を守り、施設の信頼を保つカギとなります。

• 迅速な報告
虐待が疑われる場合、状況を正確に記録することが

求められます。例えば、⾝体的虐待の兆候としてあざ

や傷を発⾒した際は、⽇時、場所、あざの位置や⼤き

さ、⾊などを詳細に記録しましょう。⼼理的虐待の場

合は、利⽤者の発⾔や表情、態度の変化を具体的に

書き残します。可能であれば写真やメモを添えると、

証拠としての信憑性が⾼まります。記録は主観を⼊

れず事実のみを記し、記録者名と⽇時を明記しま

す。正確な証拠があることで、調査や対応がスムーズ

に進みます。

• 証拠の記録

◯ 早期発⾒と対応



虐待が発覚した場合、その原因をしっかりと分析し、

再発防⽌策を講じることが重要です。例えば、職員

のストレスや業務過多が原因であれば、労働環境の

⾒直しや相談体制の強化が必要です。虐待が知識

不⾜によって起こった場合は、研修や教育を通じて

職員の意識を⾼めましょう。具体的な改善策を⽴案

し、施設全体で共有・実施することで、再発を防げま

す。原因を曖昧にせず、具体的な事実と向き合うこと

で、職場環境の改善につながります。

• 原因分析と改善策
虐待が発⽣した場合、再発を防ぐためにはチーム全

体で情報を共有することが不可⽋です。隠蔽や個⼈

への責任追及ではなく、「どうすれば再発を防げる

か」という前向きな姿勢で対応しましょう。報告会や

カンファレンスを開き、事例を共有し、改善策や予防

策を検討します。例えば、「ストレスを感じた時にどう

対応すればよいか」や「声かけの⽅法を⾒直そう」と

いった具体的な意⾒を出し合いましょう。チーム全体

で学び合い、施設全体で虐待防⽌に取り組む意識を

⾼めることが⼤切です。

• チーム全体での共有

◯ 再発防⽌の取り組み



6. まとめ
　 安⼼・安全な介護環境を
　 ⽬指して



◯ 利⽤者の権利と尊厳を守る

虐待防⽌の根本には、利⽤者の基本的⼈権と尊厳を守る意識が

⽋かせません。利⽤者は年齢や障がいに関わらず、尊重される

べき⼀⼈の⼈間です。⽇々の介護の中で、利⽤者の⾃⼰決定を

尊重し、丁寧な⾔葉遣いと態度で接することが求められます。例

えば、「∼してあげる」ではなく、「∼いたしましょうか？」と声をか

けるだけでも、利⽤者の尊厳を保つことができます。介護者とし

て、「⾃分のケアは相⼿を尊重しているか？」と常に振り返る習慣

が、虐待を未然に防ぐための第⼀歩です。



◯ 安全第⼀の対応と冷静な判断

虐待を防ぐためには、⽇常業務において常に安全第⼀で⾏動

し、冷静に判断することが⼤切です。業務の忙しさやストレスが

原因で、焦りや怒りを感じる場⾯もあるかもしれません。しかし、

感情に任せた⾏動は、思わぬ虐待につながる可能性があります。

例えば、利⽤者が指⺬に従わない時でも、落ち着いて「どうすれ

ば良いか⼀緒に考えましょう」と声をかけましょう。冷静な判断と

穏やかな対応が、利⽤者の安⼼感につながり、安全な介護環境

を守ることができます。



◯ チームでの連携と報告体制

虐待防⽌は、職員⼀⼈だけで成り⽴つものではありません。チー

ム全体で連携し、互いにサポートし合う体制が重要です。⽇常的

に職員同⼠で相談しやすい雰囲気を作り、虐待の兆候や不安な

ことがあればすぐに報告・共有する習慣を持ちましょう。報告や

連携が徹底されていれば、問題が起きた際にも早期に対応でき、

虐待の再発を防ぐことができます。また、施設全体で虐待防⽌へ

の取り組みを共有し、定期的に振り返ることで、より良い介護環

境を築くことができます。



総まとめ

虐待防⽌は、介護現場において最も重要な取り組みです。利⽤

者の権利と尊厳を守り、安全第⼀のケアを提供し、冷静で誠実な

対応を⼼掛けましょう。職員⼀⼈ひとりが意識を⾼く持ち、チーム

全体で連携と報告を徹底することで、虐待を未然に防ぐことが可

能です。⽇々の⼩さな気づきや配慮が、安⼼・安全な介護環境を

つくり、利⽤者と職員双⽅にとって⼼地良い施設へとつながりま

す。虐待のない、信頼と尊重に満ちたケアを⽬指し、共に努⼒し

ていきましょう。


